
公益財団法人横浜企業経営支援財団 海外展開助成金交付要綱 

 

制  定 令和４年４月１日 

最近改正 令和８年４月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益財団法人横浜企業経営支援財団（以下「財団」という。）が行う、定款第４

条第１号から第４号までに規定する事業のうち、販路開拓等の海外展開を目指す横浜市内の中小企業

者に必要な経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定める。 

 

（要件） 

第２条 この要綱に定める助成金（以下「本助成金」という。）の交付申請をしようとする者（以下「申

請者」という。）は、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。 

(1) 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に定める中小企業者であって、原則と

して横浜市内に本店又は主たる事務所を有し、横浜市内で引き続き１年以上事業を営む法人である

こと。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する中小企業者（いわゆる「みなし大企業」）

は対象としない。 

ア 一つの大企業（中小企業者以外の者）が発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を単独で

所有又は出資している中小企業者 

イ 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資している中小企

業者 

ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務している中小企業者 

(2) 自法人が企画・開発・製造（国内委託加工含む）した製品・商品・サービスの販路開拓等の海外

展開を目的とする者であること。ただし、卸売業及び小売業にあっては、他法人の製品を代理店等

として販売する者も対象とする（主としてコンサルタント業を営む者は除く。）。 

(3) 横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないこと。及び財団に対する債務の滞納がない者であ

ること。 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定す

る営業、その他公序良俗の観点から、財団が適当でないと認める業種を営んでいない者であること。 

(5) 国内外の法令又は規則に反する業務を行っていない者であること。 

(6) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、次のいずれにも該当していない者（役員を含

む。）であること。 

ア  横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号。以下、この文中において、「条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、条例第２条第４

号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者 

イ  神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に違反し 

ている事実がある者 

(7) 法令、条例、この要綱又はこれらに基づき横浜市長又は理事長が行った指示に反する行為をして

いない者であること。 

(8) 前各号のほか、理事長が申請者として適当でないと認める者でないこと。 



 

（助成対象事業及び助成対象経費） 

第３条 本助成金の対象とする事業（以下「助成対象事業」という。）は、申請者が販路開拓等の海外

展開を目的に実施する次の各号に定める事業とし、第７条に定める交付決定を受けた年の４月１日か

ら翌年３月末日まで（以下「年度」という。）の間に実施及び完了する事業とする。 

(1) 海外展示会・見本市（オンライン開催による場合においては、販路開拓等の海外展開に該当する

ものに限る。以下同じ。） 

(2) 海外市場調査 

２ 助成対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象としない。 

(1) 申請時に既に助成対象事業を終了しているとき。 

(2) 財団、横浜市経済局又は独立行政法人日本貿易振興機構が出展支援する展示会への出展を除き、

同一の助成対象事業で既に他の行政機関等から助成金その他の資金援助を受けているとき（採択が

決定しているときを含む。）。 

(3) 申請者の役職員が所属する他の法人等への発注及び事業を営んでいるとは認められない者へ発

注するとき。 

(4) 前各号に定めるもののほか、理事長が不適当と認めたとき。 

３ 助成対象事業の着手時期は、交付決定があった日以降でなければならない。ただし、助成対象事業

の性質上やむを得ないと理事長が認めた場合はこの限りではない。 

４ 本助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次の各号に定めるもののうち、

第 10条に定める実績報告書等の提出期限までに支払いが全て完了したものとする。 

(1)  海外展示会・見本市に係る出展料、会場設備費及び出品物の輸送経費（輸送費、通関費及び保 

険料）、オンライン展示会に係る出展料（参加料）、ＥＣ登録料その他オンライン展示会・見本市

参加に付随する費用 

(2) 海外市場調査に係る委託費又は謝金 

５ 前項に定める助成対象経費には、消費税及び地方消費税等相当額は含まないこととし、また、前項

第１号に規定する助成対象経費は、申請時に支払が完了している場合も対象とする。 

６ 助成対象経費とそれ以外の経費の区別が難しいものは、助成対象経費から除外するものとする。 

 

（助成限度額等） 

第４条 交付する助成金の額は、前条に定める助成対象経費の２分の１以内とし、１回の申請につき

30万円を上限とする。 

２ 前項に定める助成金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。 

３ 申請者が同一年度内に助成金の交付申請ができる回数は、３回までとする。 

４ 同一事業者が、本助成金の交付を受けることができる回数は、令和７年度以降、初回交付を受けた

年度を起算年度とし、５年間で３回までとする。 

なお、通算回数は、初回交付から５年を超えた年度をもって一新するものとする。 

５ 助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 

（募集期間） 

第５条 理事長は、募集を行おうとする年度ごとに期間を定め、募集を行う。 



 

（交付申請） 

第６条 申請者は、別紙に定める次の各号に定める書類（以下「交付申請書等」という。）を提出しな

ければならない。 

(1) 海外展開等助成金 申請書提出用チェックシート 

(2) 海外展開等助成金交付申請書（第１号様式） 

(3) 事業計画（法人概要）（第１号様式の２） 

(4) 事業計画（助成対象事業概要）（第１号様式の３） 

(5) 事業計画（対象経費）（第１号様式の４） 

(6) 誓約書（第１号様式の５） 

(7) 非課税確認同意書（第１号様式の６）（事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税の

税目がある場合。） 

(8)  役員等一覧表（第１号様式の７） 

(9)  履歴事項全部証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

(10) 直近１か年分の法人市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税の納税がわかる納付書等の

控え（法人市民税が非課税の場合は滞納がないことの証明書。） 

(11) 助成対象経費の対象となる商品がわかる資料 

(12) 見積書等経費内訳が分かる書類 

(13) 助成対象事業の内容が分かるもの 

(14) 前各号に規定するもののほか、理事長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する交付申請書等は、助成対象事業の実施日の原則３週間前までに提出しなければなら

ない。 

３ 理事長は、必要に応じ申請者又は次条の交付決定の通知を受けた者（以下「助成事業者」という。）

が、第２条第１項第７号に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して照会することができる。 

 

（交付決定） 

第７条 理事長は、前条による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、助成金の交付又は不交

付を決定する。 

２ 理事長は、申請内容について、資料の追加等が必要と判断した場合は、申請者に対し追加資料等の

提出を求めることができる。 

３ 理事長は、交付又は不交付の決定に基づき、交付の場合は海外展開助成金交付決定通知書（第２号

様式）により、不交付の場合は海外展開助成金不交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知

する。 

４ 理事長は、必要があると認めたときは、交付決定に際し必要な条件を付すことができる。 

 

（申請内容の変更等） 

第８条 助成事業者は、次の各号に該当することが生じた場合は、速やかに、海外展開助成金事業変更

申請書（第４号様式。以下「変更申請書」という。）を理事長に提出しなければならない。ただし、

軽微な変更についてはこの限りでない。 

(1)  助成対象事業の主たる取組内容の変更 



(2)  助成事業者の名称、所在地又は代表者の変更 

２ 前項第２号に該当する場合の変更申請書には、変更後の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の

写し等を添付しなければならない。 

３ 理事長は、変更申請書を受理したときは、当該申請内容を審査し、適当と認めるときは、海外展開

助成金事業変更承認通知書（第５号様式）により、適当と認めないときは、海外展開助成金事業変更

不承認通知書（第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

４ 助成事業者は、助成対象事業を中止しようとするときは、速やかに、海外展開助成金事業中止届出

書（第７号様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 助成事業者は、申請の取下げを行う場合には、海外展開助成金交付申請取下書（第８号様式）

を提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請は無効とする。 

 

（実績報告及び請求） 

第 10条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して１か月以内

又は助成金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、別紙に定める次の

各号に定める書類（以下「実績報告書等」という。）を提出しなければならない。ただし、第４号

に規定する請求書は適格請求書としての内容が含まれていればその様式を問わない。 

(1)  海外展開等助成金事業実績報告書（第９号様式） 

(2)  海外展開等助成金事業実績報告書（詳細）（第９号様式の１） 

(3) 海外展開等助成金事業実績報告書（経費）（第９号様式の２） 

(4)  助成対象経費等の領収書の写し等（支出が完了したことを証明する証憑） 

(5)  請求書 

(6)  前各号に規定するもののほか、理事長が必要と認める書類 

 

（助成金額の確定） 

第 11 条 理事長は、前条による報告を受けたときは、当該実績報告書等により、助成対象事業の実施

内容、助成対象経費の支出内容等を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付額の確定を行うとと

もに、海外展開助成金額確定通知書（第 10号様式）により、助成事業者に通知するものとする。 

２ 前項の交付額は、第７条の規定に基づく交付額を上限とする。この場合において、交付額より低額

となるときは、その額を確定した助成金の額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

３ 前２項において、交付額を確定する場合の円貨への換算額が不明確である場合は、関税定率法施行

規則（昭和 44 年大蔵省令第 16 号）第 1 条の規定により税関長が公示する外国為替相場に基づき、

支払日が適用期間内に含まれる日本円で算定する。 

 

（助成金の交付） 

第 12条 理事長は、前条により確定した助成金の交付額について、第 10条の請求に基づき交付する。 

 



（交付決定の取消し等） 

第 13 条 理事長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことが

できるものとし、交付決定を取り消した場合は、海外展開助成金交付決定取消通知書（第 11号様式）

により通知することとする。 

(1)  助成対象事業完了前に横浜市外へ移転したとき。 

(2)  助成金の交付前に、企業担保権実行手続の開始、更生手続開始、再生手続開始、破産手続開始又

は特別清算開始の申立て（自己申立てを含む。）があり、若しくは支払停止の状態に陥り、又は手

形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(3)  第２条に定める要件を満たさなくなったとき。 

(4)  助成金の交付決定の内容又は交付条件に違反したとき。 

(5)  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。 

(6) 法令、条例、規則、この要綱又はこれらに基づき横浜市長又は理事長が行った指示に違反したと

き。 

(7)  公序良俗に反する行為があると認められるとき。 

(8)  その他前各号に類する事由により理事長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 前項各号の規定は、第 11条による助成金の交付額の確定後においても適用があるものとする。 

３ 理事長は、前２項の規定に該当することにより交付決定を取り消した場合において、既に助成金が

交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

４ 助成事業者は、前項の規定による取消しにより、助成金の返還を命じられたときは、その命令に係

る助成金受領の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年 10.95パーセント

の割合で計算した加算金を支払わなければならない。 

５ 助成事業者は、助成金の返還を命ぜられ、理事長が指定する期日までに返還しなかったときは、当

該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額（その一部を返還した場合におけるその

後の期間については、既に返還した額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計算した延

滞金を支払わなければならない。 

 

（成果等に関する協力） 

第 14 条 助成事業者は、理事長が求めるときは、事業成果等に関するアンケート等への回答に協力し

なければならない。 

 

（助成事業者等の公表） 

第 15条 理事長は、必要があるときは、助成事業者、事業成果及び支援内容の概要について公表するこ

ととする。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 16条 この要綱に基づく助成金に関係する書類の保存期間は、第３条第１項に規定する年度の末日 

 の翌日から起算して５年とする。 

 

（改廃） 

第 17条 この要綱の改廃は、事務決裁規程に基づく者の決裁により行うものとする。 



 

（委任） 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（関連要綱の廃止） 

２ この要綱の施行の日の前日が終了したときをもって、公益財団法人横浜企業経営支援財団 海外展

示商談会出展支援事業助成金交付要綱は廃止する。 

 

（経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降に廃止前の前項要綱の規定により取り扱われ

るものがある場合は、なお従前の例による。 

 

附 則(令和５年４月１日改正) 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（関連要綱の廃止） 

２ この要綱の施行の日の前日が終了したときをもって、公益財団法人横浜企業経営支援財団 海外展

示商談会出展支援事業助成金交付要綱の別表は廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


